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はじめに   

尋常性白斑は、「白なまず」とよばれ、何らかの原因により、皮膚のメラニン色素を産生

する色素細胞が消失し、皮膚の色が白く抜ける病気です。顔や手など部位により患者さんの

QOL を著しく低下させ、社会活動も障害することが知られています。近年、新たな外用療

法、中波長紫外線領域を利用した光線療法が急速に普及しつつあり、その使用法や日本人の

皮膚色を加味した治療

アルゴリズム、副作用の

発現を軽減する使用法

などを中心とした診断・

治療ガイドラインが

2012 年、厚生労働省の

研究班により公表され

（図１）、日常診療で広

く利用されるようにな

りました。本日はこのガ

イドラインに沿った白

斑の最新の治療法と病

因論を紹介させて頂き

ます。 
 



白斑・白皮症の疫学調査の目的 
近年、欧米では白斑の診療指針が取り纏められ、ガイドラインが相次いで公表されていま

す。診断や新しい治療薬の客観的な効果判定のための重症度評価の世界基準でのコンセン

サスの策定などが急速に進められており、我々日本人研究者も参加し、多方面からの議論が

行われています。これらの観点から、我が国でも 2009 年に厚生労働省の研究班が立ち上げ

られ、全国的な疫学調査が施行されました。白斑・白皮症患者の頻度、診断・治療の実態が

取り纏められ、その結果をもとに全国の皮膚科医が審議し、白斑の診療ガイドラインとして

2012 年に日本皮膚科学会雑誌に公表されました。 
 
尋常性白斑の病型分類と病因論 
全身皮膚に白斑・白皮症を生じる

疾患は先天性と後天性の色素脱失

症に大きく分類されます。最も頻度

が高い、尋常性白斑は 2011 年度の

国際色素細胞学会のコンセンサス

ミーテイングで全身性の汎発型を

単に白斑とし、分節型は従来通り分

節型白斑、それ以外を未分類群とす

る病型分類の意見が出され、2012年

に国際誌に報告されました。病因論

的には病型により異なる機序が呈

示されています。汎発型の白斑では

メラニン色素を産生するメラノサ

イトと呼ばれる細胞に特異的な自

己抗体や CD8 T 細胞による障害機

序が知られています。我々は最近、

Th17 細胞とよばれる新しい T 細胞

由来のサイトカインが白斑の発症

に大きな役割を果たしているとい

う病因論を報告しました（図２、

３）。また米国コロラド大学の

Spritz 教授のグループは悪性貧血、

アジソン病、慢性甲状腺炎、自己免

疫性糖尿病などの自己免疫疾患を

合併するタイプでNALP1 と呼ばれ

る自然免疫に関わる遺伝子の変異が高率に証明されることを明らかにし、微生物由来因子



により白斑発症の引き金が引かれるのではないかと、注目されています。我々も尋常性白斑

の病変部では自己免疫応答の引き

金を引くとされるランゲルハンス

細胞の活性化が白斑の病変部で見

られる事を報告しています。もちろ

ん分節型の白斑で以前から提唱さ

れている酸化ストレスの関与やそ

の除去障害も大きな病因論的な意

味があると考えます。さらに最近、

モロッコの研究グループから細胞

接着に関わる E-cadherin のメラノ

サイトでの、発現異常によるメラノ

サイト消失による白斑の成立機構

が報告されました（図４）。 
 
本邦での治療の実態とガイドライン 
 我が国でのアンケート結果では尋常性白斑の治療として副腎皮質ステロイド外用がほぼ

100％に近い施設で使用されており、体表面積の 10〜20%以下の白斑においては、治療の第

一選択となると考えられています。ただ顔面、頚部などの皮膚萎縮が生じやすい部位や小児

では長期ステロイド外用の副作用に注意しながら治療を進める必要があります。汎発型に

ついてはステロイド外用の効果は 20%以下であり、ステロイド外用の効果が出にくいこと

が知られており、他の治療（ナローバンド UVB などの光線治療）が第一選択とされていま

す。ボルドー大学皮膚科の Taieb 教授等の指針では分節型（白斑面積 3％以下）では第一選

択とされていますが、汎発型ではナローバンド UVB 照射と併用することが推奨されていま

す。また英国のガイドラインでは、副作用のリスクも考え、2 ヶ月以内の使用が推奨されて

います。外用薬物療法としては、さらに活性型ビタミン D3 外用薬が 90％、タクロリムス

軟膏が 70％程度使用されていることが明らかになりました。外用剤による尋常性白斑の治

療法として、これまでのステロイドに加えて活性型ビタミン D3 外用療法の有効性が唱えら

れてきており、保険適応はないものの、そのインパクトによる増加と考えられています。欧

米ではタクロリムスに加え、ピメクロリムスなどのカルシニューリン阻害薬の使用が推奨

されており、副作用や顔面など部位によりステロイドが使用できない場合、代替品として使

用することが薦められていますが、本邦のアトピー性皮膚炎に対するような使用上の注意

事項は記載されていません。厚労省の診療ガイドラインではタクロリムス自身の効果は推

奨度 B とされていますが、長期安全性は不明であり、3〜4 ヶ月を目処に効果判定を行うこ

とが推奨されています。タクロリムスと紫外線療法の併用についても、海外にて１つ以上の

ランダム化比較試験で検討されており、併用の治療効果が高い可能性はありますが、いずれ



の報告でも長期観察したものはなく、特に紫外線併用による発ガン状況や白斑の再発につ

いて、十分に検討した報告が待たれます。PUVA 療法、最近ではナローバンド UVB 、エキ

シマランプなどの紫外線照射療法についても高いエビデンスをもった治療法として、我が

国においても汎用されつつあります。ビタミン D3 に PUVA を組み合わせた治療について

は、大きな副作用、脱落例もほとんどなく、併用療法が推奨されています。保険適応となっ

た 308nm の波長を持つエキシマランプは照射時間の短縮や、その有効性から光線療法の第

一選択と成りつつありますが、長期照射による発ガンの可能性、適応部位、小児への使用基

準などは我が国においてはまだ決められたガイドラインはありません。厚労省の指針では

311 nm の波長を持つナローバンド UVB では MED の 70％から開始（半身照射）し、以後

10％づつ増量し、3 回/週を 6 ヶ月まであるいは 60 回照射を行う（3 日連続照射はさける）

ことが示されています。今回の検討では、カバーマークやダドレスなどのカモフラージュは

90％近い施設で行われていますが、今後も重症例には使用されていくものと考えられます。

一部の施設では皮膚科の外来において、メークアップ教室として、患者指導が行われていま

す。欧米で最重症患者への適応とされる正常部皮膚の脱色法は本邦ではその施行数は少な

いようです。 
 今回、それぞれの治療法に関して厚労省研究班において文献的な検討を加味した推奨度

により治療アルゴリズムを策定しましたが、今後さらに検討を加え、ガイドラインを改訂し

ていく予定です。特に、活性型ビタミン D3 外用薬、タクロリムス軟膏などの保険適応のな

い薬剤の取り扱いや、光線療法のスキンカラー、年齢的な適応基準、照射回数、照射基準、

総照射量など本邦での明確な基準が示

されていないものでは、今後とも乾癬

患者への使用基準を参考にして、ガイ

ドラインで提示していく必要があると

考えます。尋常性白斑に対する治療と

しての植皮は 1960 年代から登場し

1980 年代から多く報告され、先進医療

を取り入れ改良されつつあります。注

射シリンジを用いた吸引水疱蓋による

表皮移植や 1mm のパンチグラフトは

患者への侵襲が少ないため、現在全国

の主要施設で増加の施行例が増加して

おります（図５）。 
 
患者 QOL、医療経済へのインパクト 
 尋常性白斑患者は病変の部位やその範囲によって、容姿や対人関係に影響を受けること

は容易に想像できることです。尋常性白班患者では乾癬患者と同程度の QOL 低下が見られ



ることや治療のために 5,000€以上支払う意思のある患者が多いことが報告されており、治

療意欲の高い事も窺い知る事ができます。白斑の治療ガイドラインの普及によりエビデン

スに基づいたより有効で副作用の少ない治療を提供することが可能になり、多くの患者さ

んが精神的苦痛から解放され、同時に早期診断早期治療により、無駄な治療が削減されるこ

とで医療経済への貢献も期待できるかと考えています。今後の白斑の研究の進展により新

しい治療法が確立されれば、今までの治療が無効であった症例にも有効な治療を提供でき

ることになりその医学的社会的利益は多大であると考えられます。 
 

ロドデノールによる白斑 
最後になりますが、

2013 年に社会問題と

なった美白化粧品で

あるロドデノールに

よる白斑は中止勧告

がでて 3 年近くなる現

在においても、回復し

ない方がおられ、発症

機序の検討と動物モ

デルの作製による有

効な治療法の検討が

行われております（図

６）。そのことが逆に

自己免疫性白斑の病

態解明に繋がる事を

期待して今日のお話

を終えさせて頂きま

す。 
 


